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「タワーマンション」に係る固定資産税の課税の改正 

    
 高さが 60m を超える建築物（建築基準法令上の「超高層建築物」）の固定資産税の計算方法が、

平成 30 年度から改正されます。 

改正前、マンションでは所有する住戸の床面積に応じて固定資産税が課税されていました。その

住戸が何階にあるかは関係がなく、一棟の建物に係る固定資産税を床面積に応じて公平に分担され、

床面積が同じであれば 1 階も 20 階も 40 階も全て同じ固定資産税評価であり同じ税額となってい

ました。しかしタワーマンションの市場価値は高層階ほど高くなる傾向にあり、市場価値が異なる

にもかかわらず、固定資産税の金額が同じになっており、公平な税負担とは言えない状態でした。

そこで公平を期すため、固定資産税の計算についても実際の取引価格の傾向に合せる形で、マンシ

ョン一棟の固定資産税の総額は変えずに、各住戸の床面積に階層別専有面積補正率を按分すること

により床面積が補正され固定資産税額が計算されることになります。 

※階層別専有床面積補正率 

 「最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の 1 階を 100 とし、階が一を増すごと

に、これに、10 を 39 で除した数を加えた数値」とされています。 

∴ 階層別専有床面積補正率（％）＝（階層－１） × ０．２５６４１ ＋ １００ 

 階層が１階上がるごとに固定資産税が約 0.26％高くなり、高層階については固定資産税が高く、

低層階については固定資産税が低く計算される仕組みとなります。 
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 【適用時期】 

 上記の改正は、平成 30 年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物 （平成 29 年

4 月 1 日前に売買契約が締結されたものを除く）について適用されます。 

なお、既存タワーマンション・中古タワーマンションは増税の対象とならず、現行制度の計算方

法のまま変更されることはございません。 


